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川崎市予防接種運営委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市予防接種運営委員会条例 ○川崎市予防接種運営委員会条例 

昭和46年４月１日条例第27号 昭和46年４月１日条例第27号

（目的及び設置） （目的及び設置） 

第１条 予防接種事業の円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として、川

崎市予防接種運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

第１条 予防接種事業の円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として、川

崎市予防接種運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 予防接種事業の運営に関すること。 (１) 予防接種事業の運営に関すること。 

(２) 予防接種に関連するものと考えられる事故の審査及び処理に関する

こと。 

(２) 予防接種に関連するものと考えられる事故の審査及び処理に関する

こと。 

(３) 予防接種の事故防止に関すること。 (３) 予防接種の事故防止に関すること。 

（組織） （組織） 

第３条 委員会は、委員18人をもって組織する。 第３条 委員会は、委員25人をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(１) 川崎市医師会 11人 (１) 川崎市医師会 11人 

(２) 学識経験者 ３人 (２) 学識経験者 ３人 

(３) 市職員 ４人 (３) 市職員 11人 

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるために必要があると認

めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。 

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるために必要があると認

めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。 

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は

解任されるものとする。 

３ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は

解任されるものとする。 

（委員長及び副委員長） （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定め第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定め
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 改正後 改正前 

る。 る。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 ２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（事故対策部会） （事故対策部会） 

第６条 委員会に、第２条第２号の所掌事務を行なわせるため、事故対策部

会（以下「部会」という。）を置く。 

第６条 委員会に、第２条第２号の所掌事務を行なわせるため、事故対策部

会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、第３条第２項第１号に掲げる委員及び同項第２号に掲げる委員

各３人並びに同項第３号に掲げる委員１人をもって組織する。 

２ 部会は、第３条第２項各号に掲げる委員各３人をもって組織する。 

３ 部会長及び部会員は、委員の互選により定める。 ３ 部会長及び部会員は、委員の互選により定める。 

４ 部会は、部会長が招集する。 ４ 部会は、部会長が招集する。 

（会議） （会議） 

第７条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 第７条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 ２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（庶務） （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。 第８条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

（委任） （委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 


